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ている。 
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第１ 年度計画の期間及び教育研究上の基本組織 

 

１ 年度計画の期間 

平成 28年 4月 1日から平成 29年 3月 31日までとする。 

 

２ 教育研究上の基本組織 

別表に記載する学部、研究科及び専攻科を置く。 

 

 

第２ 大学の教育研究等の質の向上に関する目標を達成するための措置 

 

１ 教育に関する目標を達成するための措置 

（１）教育の内容及び成果に関する目標を達成するための措置 

＜学部教育＞ 

ア 入学選抜試験の形態、試験・面接点の成績とその後の各年次における成績との関

連を追跡調査し、学部課程における成績に係わる要因を解析することで、入学選抜

方法を検討する。また、高大接続改革実行プラン（平成 27 年１月 16 日文部科学大

臣決定）に示された新しい入学者選抜の在り方について、国の動向等を把握し、検

討を進める。〈医学部〉〈保健看護学部〉 

イ 大学説明会やオープンキャンパス等を通じて本学の教育方針や教育環境、取組等

の周知に努めるとともに、県高等学校校長会と懇談会を実施することにより高校等

から多様な人材の獲得に努める。〈医学部〉〈保健看護学部〉 

ウ－ａ 1 年次から患者及び家族と触れ合い、精神的・肉体的弱者の心に共感できる

能力を育成するとともに、能動的に体験できる場を提供し、体験実習を通してケア

マインド、コミュニケーション能力を向上させる取組を継続する。〈医学部〉 

ウ－ｂ 医療人として必要な倫理観、コミュニケーション、ケアマインドを育成する

ため、1 年次の早期体験実習、2 年次の統合実習Ⅰ、3 年次の地域連携実習、4 年次

の統合実習Ⅱで参加型実習を体験させる。〈保健看護学部〉 

エ－ａ 1年から 4年まで実施している PBL（Problem based learning：問題解決型授

業）/テュートリアルを継続し、臨床実習についてはポートフォリオを活用すること

で能動的問題解決型能力を育成する。 

  平成 27年度から開始したカリキュラムの改訂を更に進め、臨床実習の充実を図る

とともに過度なカリキュラムとならないために１年生の選択科目を増やしていく。 

  また、英語教育の充実を図るため、1 年生全員に TOEFL ITP テストを受験させる

とともに 3年生までに一定の点数を獲得することを、4年生への進級要件とする。 

  英語での患者とのコミュニケーション能力向上を図るため、平成 27年度に引き続

き英語による医療面接を実施する。〈医学部〉 

エ－ｂ 教育課程に「教養と人間学の領域」を設け、人文学、社会科学、自然科学な

どの幅広い教養を身に付け、豊かな人間性及び優れたコミュニケーション能力を育

成するとともに、主体的に学習する能力、問題解決能力、総合能力を養うため、少

人数による学習を行う。〈保健看護学部〉 
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エ－ｃ 講義や演習などを通じて研究倫理を身に付けさせる。〈医学部〉〈保健看護学

部〉 

オ－ａ 進級試験、卒業試験問題の精度管理を行うとともに国家試験の合格率との関

連を検証する。〈医学部〉 

オ－ｂ 高い国家試験合格率を維持するため、担任及びゼミ担当教員を中心に学習支

援を行う。〈保健看護学部〉 

カ 医学部と保健看護学部の共通講義や病院及び福祉施設等での両学部の実習等を通

じて、他職種の重要性の認識や、協調・連携能力を育成する。 

  また、講義や実習などを通じて、医療安全、人権、死生観に配慮できる能力を育

成する。〈医学部〉〈保健看護学部〉 

キ－ａ 医学部においては、1年生の早期体験実習や 2、3年生の病棟実習により入学

後の早い時期に急性期医療を含む現場を見学させる実習を行うなど、和歌山県内の

広範な施設における体験実習等を通じて地域医療を理解する教育を実践する。また、

地域医療学の講義を通して地域医療の現状を理解させる取り組みを継続する。〈医学

部〉 

キ－ｂ 保健看護学部においては、保育所、小・中学校、企業等における実習により

ライフステージの全過程の学習を深める。 

  また、平成 25年度から選択科目として単位認定されるようになった地域交流活動

を引き続き進めていく。〈保健看護学部〉 

ク 救急・集中治療医学、紀北分院、学外病院実習において総合的臨床能力を育成す

るとともに、臨床実習において臨床推論を高めさせる教育体系を継続する。 

  臨床実習における基本的臨床技能を身に付けさせるため、スキルスラボに臨床実

習用備品を整備する。 

  また、臨床実習開始前に学生の能力と適性を厳正に評価し、スチューデントドク

ターの称号を授与するとともに、診療参加型臨床実習を継続する。〈医学部〉 

ケ 保健看護学部と医学部との共通講義や多職種間教育を充実し、臨床実習において

チーム医療に参加できる体制を整えることで、卒業後にチーム医療に円滑に移行で

きるようにする取り組みを継続する。〈医学部〉〈保健看護学部〉 

コ 卒後教育の充実について、附属病院看護部、看護キャリア開発センター及び保健

看護学部における協議及びスタッフ間の交流を継続する。 

また、三者が協同して保健看護学部生の実習指導の質の向上並びに附属病院看護

師の技能等の向上を促進する。〈保健看護学部〉 

サ－ａ 進級試験、卒業試験の成績の解析を行い、担当教員にフィードバックすると

ともに、卒業試験では正答率、識別指数から不適正問題を排除することにより、適

正な成績評価を行う環境を整える。また、共用試験の分野別の試験成績から、分野

毎の修学状況を評価して、各科にフィードバックすることで教育内容の改善を図る。 

  成績評価及び試験問題の作成については、ファカルティ・ディベロップメント（FD、

大学教員等の能力を高めるための実践的方法）や研修を毎年行うことで問題作成能

力の改善を継続して行う。〈医学部〉 

サ－ｂ 講師以上の教員で構成する教授会において、進級及び卒業の判定を審議する。

〈保健看護学部〉 
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＜大学院教育＞ 

ア－ａ 医科学研究を行う上の基本的な実験研究方法を学び、学生の研究目的に沿っ

た実験方法を身に付けることができる「医科学研究法概論」の講義を行うとともに、

学生の志望科目についての講義・演習により、高度な専門的知識の習得を図る。ま

た,「医科学研究法概論」に引き続き研究者の倫理についての講義を盛り込む。〈医

学研究科〉 

ア－ｂ 学生個々の関心に対応した選択ができるよう、共通科目と健康科学領域、基

盤看護学領域、生活・地域保健学領域で 40以上の授業科目を開設する。 

  また、高度な専門職業人を育成するために開設したがん看護専門看護師コースの

充実を図る。〈保健看護学研究科〉 

イ－ａ 修士課程と共通の医科学研究法概論及び学内外の第一線で活躍する講師によ

る各講座の枠を超えた高度先進的、分野横断的な特別講義を行う。 

  また、博士課程の入学者の充足率が低く、特に臨床系博士課程の入学者が減少し

ていることについて、平成 27年度に引き続き対策を検討していく。〈医学研究科〉 

イ－ｂ 高度な知識を有し、地域に貢献できる教育者・研究者を育成する。〈保健看護

学研究科〉 

ウ－ａ 大学院生が対象となる研究助成制度や学会の開催情報を周知するとともに、

国際学会の発表数が減少していることに対し平成 27 年度に行った調査及び改善策

の検討を引き続き実施する。〈医学研究科〉 

ウ－ｂ 大学院生が対象となる研究助成制度や学会の開催情報を周知するとともに国

際的学会誌等への発表を奨励する。〈保健看護学研究科〉 

エ 問題発見能力及び解決に至る企画立案能力を養うため、所属教室による指導に加

えて共通講義や特別講義を行い、基本的な研究方法及び専門知識・技術の修得を図

る。 

  また、修士課程では論文公開発表会、博士課程では研究討議会を開催し、能力の

向上を図る。〈医学研究科〉〈保健看護学研究科〉 

オ－ａ 教育目標及び研究目標を記載した「大学院学生要覧」に基づき研究指導を行

うとともに、幅広い分野から講師を招いた特別講義を実施する。また、大学院独自

の教員 FD研修会を実施する。〈医学研究科〉 

オ－ｂ 研究に対する教育目標を明確に記載したシラバスに基づきながらも、各個人

に対応した特徴のある研究を行えるよう指導教員が中心となって指導する。 

  また、情報交換あるいは教育方法の改善のために教員 FD研修会では幅広い分野か

ら講師を招く。〈保健看護学研究科〉 

カ 学会誌等に掲載されたものの中から優れた研究等を選定し、名誉教授会賞に推薦

する。〈医学研究科〉〈保健看護学研究科〉 

 

＜専攻科教育＞ 

ア 助産師として問題解決能力を有する人材を育成するため「助産師に求められる実

践能力と卒業時の到達目標と到達度（看護師等養成所の運営に関する手引き）」によ

る学生へのアンケート調査を継続して行い、改善策の効果を検討する。 

イ 助産師として必要な基礎的知識・技術を主体的かつ意欲的に学習できるように、

妊娠期の診断・技術を習得できる教育媒体（DVD等）を作成し、活用する。 
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ウ 助産学専攻科委員会において、入学、実習及び修了の判定を審議する。 

 

（２）教育の実施体制等に関する目標を達成するための措置 

ア－ａ 教育の方法、実習形態の変化に適応した教務分担を行うとともに、学外の病

院においても臨床教授等の称号を付与し指導体制の更なる充実を図る。〈医学部〉 

ア－ｂ 保健看護学部と附属病院看護部において、実習の実施に関する打合せ及び評

価に関する意見交換を充実させるとともに、年度計画に基づき効果的な臨地実習を

行う。〈保健看護学部〉 

イ 多様な履修形態の導入を目的に開始した「医学部・大学院医学研究科博士課程履

修プログラム」について学部生への周知を図り、大学院準備課程（いわゆる M.D-Ph.D

コース）の登録を促す。また、発表の機会を与えることで研究の質を充実する。〈医

学部〉〈医学研究科〉 

ウ－ａ 医学系電子ブックを充実させる。 

ウ－ｂ 図書館三葛館において、定期試験や国家試験前の日曜日を開館する。 

エ 大学が所有する文献検索データベースをモバイル端末経由でどの場所からでもア

クセス可能とし、ユ－ザ－の利便性を高める。 

オ－ａ 学生による授業・試験の評価及び授業方法の第三者評価により授業の質を適

正に評価し、評価結果を本人及び所属長（教授）にフィードバックするとともに、

優れた授業の実施により教育実績を上げた教員を顕彰することで、教育に対する積

極的な姿勢を促す制度を継続する。〈医学部〉 

オ－ｂ 教育方法と教育者の資質向上を図るため、FD委員会による研修会や教育方法

改善のための講演会を開催するとともに、教員相互の授業参観や授業評価等を行う。 

 さらに、学生による授業評価を行う。〈保健看護学部〉 

 

（３）学生への支援に関する目標を達成するための措置 

ア－ａ 平成 27 年度に引き続き、学生の相談窓口として、1 年生、2 年生に担任を、

各クラブに新入生をサポートする学生（メンター）を配置するとともに、学生部長

にメールで相談できる「相談ホットライン」を設置する。加えて、カウンセリング

を行う相談支援専門員を配置する。 

  なお、学修、健康について特に問題のある学生に対しては、担任及び学生部長が

面談を実施する。 

  また、学長ランチミーティング、クラブ活動支援は引き続き実施する。〈医学部〉 

ア－ｂ 教員が学生からの相談を受けるためのオフィスアワー制度を実施するととも

に、学生に対するカウンセリングを行う学生相談を継続して実施する。〈保健看護学

部〉 

ア－ｃ 附属病院への就職を希望し、かつ経済的支援を必要とする学生に対して貸付

を行う修学奨学金の予算を増額し、より多くの学生の附属病院への就職を支援する。

〈保健看護学部〉 

ア－ｄ 平成２８年度から計画的に監視カメラ等を整備し、三葛キャンパスのセキュ

リティを強化する。 

また、学生生活の利便性を図るため学生証のカード化を実施する。〈保健看護学部〉 

イ 留学生が所属する研究室・領域を通じて、研究活動や学生生活に必要な情報提供
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をおこなう。〈医学部〉〈保健看護学部〉 

ウ 社会人学生のための支援策として長期履修制度、講義の録画配信（医学研究科）

及び昼夜開講制（保健看護学研究科）を継続し、希望者に対しては遠隔講義を実施

する（医学研究科）。 

   また、ティーチングアシスタント（T・A、授業助手）制度による経済的支援を行

う。〈医学研究科〉〈保健看護学研究科〉 

 

 

 

２ 研究に関する目標を達成するための措置 

（１）研究水準及び成果等に関する目標を達成するための措置 

ア がん治療をはじめとするさまざまな分野での研究を推進するため、先端医学研究

所を核とした研究活動に加え、臨床研究センターを活用した先進的な臨床研究を推

進する。 

イ－ａ 英文エディターを活用し、本学教員による英語原著論文の作成支援、インパ

クト・ファクター（学術研究に関する影響度）の高い学術雑誌への掲載推進を図る。 

  また、本学教員の研究成果に対する統計的なサポートを通して、質の高い論文や

学会発表を支援する。 

イ－ｂ 高度な研究を行うために必要とされる統計解析に関する知識・能力を高める

ことを目的として、研究者・医療従事者等を対象とした「医学統計学セミナー」を

実施する。 

 

（２）研究の実施体制等に関する目標を達成するための措置 

ア－ａ ワーキンググループでの検討結果に基づき、基礎医学部門に新設する分野を

決定する。 

ア－ｂ 特別研究員制度により引き続き研究の活性化を図るとともに、平成 29年度以

降の新たな配置について検討を行う。 

イ 顕著な研究を発表し、研究のリーダーとして将来の発展が期待できる研究者及び

優れた学術研究を行っている若手研究者を顕彰することで、研究者の研究意欲を高

めるとともに研究の質の向上を図る。また、科研費が不採択（ただし不採択者の上

位 20％）となった若手研究者に研究費の助成を行い研究活動の活性化を図る等、研

究体制の充実強化を図る。 

ウ－ａ 臨床研究センターを中核として、企業からの委託に基づく臨床研究・治験の

実施を促進するとともに、医療法に基づく臨床研究中核病院としての承認を目指し

て、質の高い臨床研究を推進する体制を構築していく。併せて、本学における臨床

研究の質の向上を目的に臨床研究セミナーを開催するほか、本学及び他の医療機関

が実施する臨床研究に対してデータセンターとして支援を行う。 

  また、e-ラーニングシステムを導入し、統合倫理指針で研究者に求められている

継続的な研修の場を提供する。 

ウ－ｂ 本学の治験に携わる全職員に対して治験への理解をさらに深め、職員の意欲

及び技術の向上を図る。また、県民に対しては広く治験参加協力促進につながるよ

う、一層の啓発を行い、治験の活性化を促進する。 

ウ－ｃ 臨床研究の倫理性、科学的妥当性の審査の質の向上を図るため、「倫理審査委
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員会認定制度」による「認定 IRB」の取得を目標として倫理委員会の体制整備を推進

する。 

エ－ａ 知的財産権管理センターを中心として、臨床研究センターに配置された知財

コーディネーターとも連携し、引き続き本学の教員や学生に対する啓発活動を実施

し、知的財産の掘り起こしに努める。 

エ－ｂ 臨床研究センターに配置された知財コーディネーターを活用し、本学の臨床

研究の成果を確実に権利化するとともに、早期に活用する取り組みを推進する。 

オ 共同利用施設の研究機器及び備品を計画的かつ効果的に整備するとともに、先端

医学研究所の充実を図る。 

カ－ａ 本学の重点課題及び講座・研究室等の枠を超えた横断的プロジェクト研究を

推進するため、優秀なプロジェクトを選出し、助成を行う。 

カ－ｂ みらい医療推進センターにおいて、サテライト診療所本町における開設診療

科の検討を行うとともに、げんき開発研究所におけるスポーツ選手等への医科学サ

ポートを継続する。また、日本パラ陸上競技連盟などの競技団体と連携し、障害者

スポーツ医科学研究を推進する。 

 

３ 附属病院に関する目標を達成するための措置 

（１）医療の充実及び実践に関する目標を達成するための措置 

ア－ａ がんの診療体制を充実し、診療活動の改善につなげる。 

ア－ｂ 和歌山県がん診療連携協議会活動を充実し、がん対策の推進を図る。 

ア－ｃ 院内がん登録については、平成 27年の罹患統計及び平成 19年から平成 27年

までの年次推移を表した罹患統計を作成し公表する。 

  地域がん登録については、平成 25年診療分データを「罹患集計報告書」としてま

とめる。 

イ－ａ 県内唯一の総合周産期母子医療センターとして、引き続き高いリスクの妊婦

や新生児の受け入れを行う。また、新生児ドクターカーを有効に運用し、急を要す

る新生児の受け入れを行う。 

イ－ｂ 県内の救急病院をはじめとする他の医療機関との連携により、三次救急医療

機関としての十分な機能を果たす。また、更なる救急医療の充実のためソフト面で

の充実を図る。 

ウ 認知症の連携協議会、研修会、事例検討会、市民公開講座を開催することにより、

認知症の普及啓発活動を推進し保健医療水準の向上を図る。 

エ－ａ 返書管理を徹底できるような体制の維持や連携登録医との交流会の開催によ

り信頼関係に基づいた病診連携の強化を図る。 

エ－ｂ 地域医療連携室を核として、地域医療機関及び地域福祉施設、ケアマネージ

ャーとの連携を強化し、円滑な患者の受入及び退院を図る。〈紀北分院〉 

オ 理事会及び備品整備委員会の方針に基づき、医療技術の進歩を支援する先端的医

療機器等を整備する。 

カ 新医療情報システムについて、導入に関しての協議等を事業者及び関係部署と進

め、平成 29年 1月に稼働させる。 
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キ－ａ 厚生労働省における特定機能病院に対する集中立入検査の結果及び対応を踏

まえ、医療安全管理部門の体制を強化するとともに、ガバナンスの確保を図る。 

キ－ｂ 厚生労働省の医療事故調査制度に基づき、医療事故の再発防止を図る。 

キ－ｃ 安全な医療を提供するため、BLS（Basic Life Support、一次救命措置）教育

の向上、各部署の安全管理を行うリスクマネージャーの育成等に努めるとともに、

医療安全に係る必要な会議、研修、実技指導を行う。 

キ－ｄ 医療安全及び院内感染対策を推進するため、医療安全推進委員会及び感染防

止対策委員会を中心に医療従事者の安全意識と感染防止の意識を向上させる。〈紀北

分院〉 

キ－ｅ 感染防止技術の向上を図り、教育・啓発活動を通じ各部門との連携を強化し、

院内感染対策体制の充実に努める。 

ク－ａ 新設診療科（形成外科、リウマチ・膠原病科）の外来診察場を整備し、より

良い医療と療養環境を患者に提供する。 

ク－ｂ 患者に信頼される医療サービスを提供するため、医療従事者の意識の向上及

び病院医療水準の向上を図る。〈紀北分院〉 

ク－ｃ 前年実施した患者満足度調査の結果を、他病院と比較するとともに経年変化

を確認することにより、問題点を把握し、より良い患者サービスを提供するため、

平成 28年度も引き続き患者満足度調査を実施する。 

ク－ｄ 入院待ちを減少させるため、診療科の枠を超えた病床管理を行う。 

ク－ｅ インセンティブ制度を適切に運用し、職員のモチベーションを向上させるこ

とにより、手術件数の増加など医療体制の充実を図る。 

ク－ｆ 育児や介護のためにフルタイム勤務が困難である医師の状況を踏まえ、学内

助教について短時間勤務制度により、医師の流出を防ぎ、雇用の安定的な確保を図

る。 

ケ 附属病院及び紀北分院の職員交流を行う。 

 

（２）地域医療への貢献に関する目標を達成するための措置 

ア 災害に対する研修や訓練を実施し、災害対策マニュアルの見直しを継続するとと

もに、食糧等を引き続き備蓄する。 

イ 「断らない医療」を推進するため、地元消防、医師会等との連携を強化し、救急

受入と新患診受入の促進を図る。〈紀北分院〉 

ウ 連携登録医に対し、大学図書館の文書検索システム及び紹介患者の診察情報参照

システムの利用促進を図る。 

エ－ａ 遠隔医療支援システムを活用した遠隔外来等を実施し、県内の地域医療を支

援する。 

エ－ｂ 各保健医療圏における住民の受療動向の可視化を図るため、各圏域の医療体

制や医療の需給バランス等について、診療科や疾患群の単位で分析を行う。 

エ－ｃ 保健看護学部の教育において、救急医療における看護の実践や災害医療にお

ける看護の役割を学ばせるとともに、県内の医療機関において地域医療の実際を体
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験させる特別実習を実施する。 

 

（３）研修機能等の充実に関する目標を達成するための措置 

ア－ａ 和歌山研修ネットワークにより、本院も含めて県内の基幹型病院で採用され

た研修医の各病院間での相互受入を行う。 

  また、指導医講習会を開催し、県内臨床研修病院における研修医の指導体制を強

化する。 

ア－ｂ 紀北分院において総合診療を実践・修練できるよう、初期及び後期研修カリ

キュラムの充実を図り、臨床研修医の受入を進めるとともに、チーム医療の充実を

通じて地域医療に貢献する。〈紀北分院〉 

イ－ａ 地域医療の充実・向上に向けて、初期研修を修了する県民医療枠・地域医療

枠医師等に対し、個別面談等を通じて具体的な勤務先を決定する。 

  また、総合診療専門医（家庭医療専門医）後期研修プログラムを運営するととも

に、プライマリ・ケアに関する教育及び研修体制を充実させるため、セミナーを開

催する。 

イ－ｂ 看護キャリア開発センターと附属病院看護部が連携し、附属病院看護師の保

健看護学教育の充実を図り、技能の向上を促進するとともに、地域の医療機関など

の看護職員に対して、受入研修を継続する。また、地域の医療機関の看護部教育担

当者と協働で地域の医療機関の看護職員研修を支援する。 

イ－ｃ 紀北分院における総合診療医育成のための教育を充実させるとともに、地域

医療推進のため、医学部生、保健看護学部生及びコメディカル養成学校生徒の研修

受入や、職員等の研修を実施する。〈紀北分院〉 

 

４ 地域貢献に関する目標を達成するための措置 

ア 県民向けの「最新の医療カンファランス」及び地域医療関係者向けの「臨床・病

理カンファランス」を継続的に実施する。 

イ－ａ 小・中・高校生を対象に教員による出前授業を継続的に実施する。 

イ－ｂ 地域住民を対象に健康講座、出前講座等を実施し、地域における疾病予防と

感染予防に関する生涯教育を実施する。〈紀北分院〉 

ウ－ａ 学外研究者や産業界との産官学連携を推進するとともに、県内企業の医療分

野への進出を促進する。 

ウ－ｂ 関西の公・私立医科大学・医学部等との連携を通して、各大学が所在する地

域の広域的な発展に寄与するとともに、共同による情報発信等に取り組む。 

 

５ 国際交流に関する目標を達成するための措置 

ア－ａ 学生及び若手研究者に対し、海外派遣支援を行う。 

ア－ｂ 国際交流ハウスを 3室から 8室に増室する。 

イ－ａ 従来から交流を行っている海外の大学との学術交流・学生交流を計画的に実

施する。 

また、平成 26 年度に協定を締結したミャンマー連邦共和国保健省や平成 27 年度

に協定を締結した韓国の延世大学との交流を推進するとともに、新たな大学との協
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定締結に取り組む。 

イ－ｂ 若手研究者が自ら主催する国際シンポジウム等の開催に対して支援を行う。 

 

 

第３ 業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するための措置 

１ 法令及び倫理等の遵守並びに内部統制システムの構築等運営体制の改善に関する目標

を達成するための措置 

ア 理事会、教育研究審議会をはじめとする各種会議において、理事長のリーダーシ

ップのもと迅速な意思決定を行うとともに、組織全体における問題意識の共有を図

り、適切な進捗管理を行う。 

イ 定期監査や臨時監査、無通告検査を実施するとともに、公的研究費については、「公

的研究費不正防止計画」に基づき、公的研究費に関わる全ての構成員を対象とした

コンプライアンス教育及び、公的研究費の運営・管理状況の確認を適切に実施する。

併せて、「研究不正防止計画」に基づき、研究者（大学院生及び大学院研究生を含む。）

を対象に研究倫理教育を実施し、研究活動上の不正防止に対する意識の向上を図る。 

 

２ 人材育成・人事の適正化等に関する目標を達成するための措置 

ア 全職員の意欲向上につながる評価制度を継続して実施する。 

イ 育児代替教員制度等の周知徹底及び託児施設の運営改善を図る。 

ウ 他機関との人事交流を行う。 

 

３ 事務等の効率化・合理化に関する目標を達成するための措置 

法人独自の研修を実施するとともに、昨年度に引き続き SD研修(Staff Development、

事務職員を対象とした職能開発研修)を実施し、組織的な事務職員の資質向上を図る。 

また、資格取得助成制度については、職員への周知や助成対象資格の拡大について

検討を行い、制度活用人数を増加させる。 

 

 

第４ 財務内容の改善に関する目標を達成するための措置 

１ 自己収入の増加に関する目標を達成するための措置 

ア－ａ 効果的な病床管理、病病・病診連携の推進等により、外来患者の増加を図る

とともに、病床利用率の向上及び平均在院日数の短縮を目指し、医業収入確保のた

め、適切な経営分析を行い、収入増につながる対策を講じる。 

ア－ｂ 地域ニーズに対応し、医業収入確保のため、専門外来及び平成 27 年 10 月に

開設した地域包括ケア病床を引き続き実施するとともに、病診連携を推進し効果的

な病床管理を行う。 

また、届出済み施設基準の適正な運用を図る。〈紀北分院〉 

イ－ａ 診療報酬の査定状況について分析を行い、医師等に対して分析結果の周知を

図り、入院医事事務を担当する職員に対しても定期的に査定減対策の勉強会を開催

することにより、査定点数の縮減を図る。 
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イ－ｂ 診療報酬制度改定に伴う請求漏れ防止と適正な診療報酬請求を推進する。〈紀

北分院〉 

イ－ｃ 回収困難な診療報酬未収金の調査及び回収を弁護士法人に委託し、診療報酬

の未収金を減少させる。 

ウ－ａ 科学研究費の応募に係るセミナーの開催や応募書類の作成支援等科研費を申

請する研究者に対する支援を行う。 

ウ－ｂ 企業等との共同研究、受託研究及び企業等からの寄附講座、受託講座の受入

を推進し、外部資金の獲得を図る。 

 

２ 経費の抑制に関する目標を達成するための措置 

ア－ａ 外部委託内容の見直し等を行うことにより、管理経費、診療経費の節減を図

る。 

  また、教職員に対して経営概念をもって経費の節減に努めるよう、より一層の意

識啓発を行う。 

ア－ｂ 経営管理会議を開催し、経営状況の情報共有と分析を行い、経営改善を進め

る。〈紀北分院〉 

ア－ｃ 近畿の公立大学病院と調達情報等の共有を図ることで、より効率的な物品調

達ができるよう検討を行う。 

イ 医薬材料費の診療稼働額に対する割合を縮小させる。 

 

３ 資産の運用管理の改善に関する目標を達成するための措置 

収支計画を年間及び四半期毎に作成し、その余剰資金等を安全性に配慮しながら運用

を行う。 

 

 

第５ 自己点検及び評価並びに当該状況に係る情報の提供に関する目標を達成する

ための措置 

１ 評価の充実に関する目標を達成するための措置 

地方独立行政法人法に基づく法人評価により示された結果等を学内にフィードバッ

クし適宜進捗状況管理を行う。また、平成 27年度に受審した学校教育法に基づく大学

評価及び医学教育分野別評価における評価結果等を踏まえ、計画的に業務の改善を行

っていく。 

また、病院機能評価についても、評価結果を関係部門に適切にフィードバックし、

適宜進捗管理を行っていくとともに、（財）日本医療機能評価機構の病院機能評価

3rdG.Ver1.1取得に向けての取り組みを計画的に実施していく。 

 

２ 情報公開等の推進に関する目標を達成するための措置 

教育・研究・臨床に関する成果等の情報を一元管理し、適切な時期に効果的な広報

手段による情報発信により、本学の取組を積極的にアピールしていく。 
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第６ その他業務運営に関する目標を達成するための措置 

１ 施設及び設備の整備・活用等に関する目標を達成するための措置 

ａ 施設及び設備については、長期修繕計画に基づいて適切に整備するとともに、適

宜必要に応じて環境改善、環境整備を進めていく。 

ｂ 医療情報部運営委員会の整備方針に基づき、医療情報システムの更新を行う。 

 あわせて備品整備委員会の整備方針に基づき、診療備品の整備を図る。〈紀北分院〉 

 

２ 安全管理に関する目標を達成するための措置 

ａ 危機事象に対応できるよう危機管理体制を整備する。 

ｂ 不測の事態を未然に防止するため、保安・防犯対策を強化していく。 

ｃ 不測の事態にも対応できるよう、救急、災害、防災、消防に関する訓練を実施す

る。〈紀北分院〉 

 

３ 基本的人権の尊重に関する目標を達成するための措置 

ア 現場のニーズを踏まえた研修計画を立案し、研究倫理や医療従事者等の人権問題

について、正しい知識を再確認させ、人権意識の醸成を推進する。 

イ ハラスメント等については、速やかに対応できる体制を周知し、相談体制の充実

に努める。 

 

 

第７ 予算（人件費の見積もりを含む。）、収支計画及び資金計画 

別紙参照 

 

 

第８ 短期借入金の限度額 

１ 短期借入金の額 20億円 

２ 想定される理由 

   運営費交付金の受入れ遅延及び事故の発生等により緊急に必要となる対策費とし

て借り入れることが想定されるため。 

 

 

第９ 重要な財産を譲渡し、又は担保に供する計画 

なし 

 

 

第１０ 剰余金の使途 

決算において剰余金が発生した場合は、教育・研究・医療の質の向上及び組織運営の改

善に充てる。 
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第１１ その他 

１ 施設及び設備に関する計画 

施設・設備の内容 予定額（百万円） 財   源 

・医療情報システム整備 

・医療機器等整備  

・冷凍機設備更新 

・空調設備更新 

・施設等の大規模更新調査 

総額 4,856 長期借入金収入 

補助金等収入 

目的積立金取崩収入 

その他      

3,784 

219 

247 

606 

    ※医療情報システム整備は平成 27年度から 28年度にかけて実施 

 

２ 人事に関する計画 

・ 全職員の意欲向上につながる評価制度を継続して実施する。（再掲） 

・ 育児代替教員制度等の周知徹底及び託児施設の運営改善を図る。（再掲） 

・ 他機関との人事交流を行う。（再掲） 

（参考）平成 28年度の人件費見込み 

15,415 百万円 

 

３ 積立金の使途 

前期中期計画期間中に生じた積立金については、次の事業の財源に充てる。 

・ 病院棟（東棟）整備 

・ その他、教育・研究・医療の質の向上及び組織運営の改善 
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（別紙） 

予 算 

平成 28年度予算 

                                           （単位：百万円） 

区    分 金    額 

収 入  

 運営費交付金 4,406 

 自己収入 27,326 

  授業料及び入学金、検定料収入 705 

  附属病院収入 26,312 

  雑収入 308 

 産学連携等収入及び寄附金収入 965 

 補助金等収入 755 

 長期借入金収入 1,000 

 目的積立金取崩 451 

計 34,905 

支 出  

 業務費 30,925 

  教育研究経費 4,137 

  診療経費 26,787 

 一般管理費 585 

  財務費用 8 

 長期貸付金 47 

  施設整備費 1,742 

 産学連携等研究経費及び寄附金事業費等 965 

 長期借入金償還金 631 

           計 34,905 

 

※ 表中における計数は、それぞれ切り捨てによっているので、合計とは一 

致しない場合がある。 
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収支計画 

 

平成 28年度収支計画 

（単位：百万円） 

区    分 金    額 

費用の部 34,074 

 経常費用 34,074 

  業務費 31,658 

   教育研究経費 1,102 

   診療経費 14,753 

   受託研究費等 389 

   役員人件費 72 

   教員人件費 6,190 

   職員人件費 9,153 

  一般管理経費 479 

  財務費用 8 

  雑損 － 

  減価償却費 1,928 

 臨時損失 － 

  

収益の部 33,714 

 経常収益 33,714 

  運営費交付金収益 4,407 

  授業料収益 549 

  入学金収益 101 

  検定料収益 12 

  附属病院収益 26,310 

  受託研究等収益 554 

  寄附金収益 411 

  補助金等収益 536 

  資産見返負債戻入 530 

  財務収益 12 

  雑益 292 

 臨時利益 － 

  

純利益 －360 

目的積立金取崩額 360 

総利益 0 
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資金計画 

平成 28年度資金計画 

（単位：百万円）       

区    分 金  額 

資金支出 35,161 

 業務活動による支出 32,739 

 投資活動による支出 1,790 

 財務活動による支出 632 

  

資金収入 35,161 

 業務活動による収入 33,697 

  運営費交付金による収入 4,407 

  授業料及び入学金、検定料による収入 706 

  附属病院収入 26,313 

  受託研究等収入 554 

  寄附金収入 411 

  補助金等収入 755 

  その他の収入 551 

 投資活動による収入 12 

 財務活動による収入 1,000 

 目的積立金取崩による収入 452 

  

 

※ 「業務活動による支出」並びに「その他の収入」の中には、預り科学研究 

費補助金 255百万円を含んでいる。 
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（別表） 

 

教育研究上の基本組織 

 

平成 28年度 

学部、研究科、専攻科名 学部の学科、研究科の専攻等及び収容定員（人） 

医学部 

保健看護学部 

医学科 

保健看護学科 

600人 

320人 

医学研究科（修士課程） 医科学専攻 28人 

（博士課程） 

 

 

保健看護学研究科 

（博士前期課程） 

地域医療総合医学専攻 

構造機能医学専攻 

器官病態医学専攻 

 

保健看護学専攻 

168人 

 

 

 

24人 

（博士後期課程） 保健看護学専攻 9人 

助産学専攻科  10人 

 

 


